
2025.4.1改訂

明石工業高等専門学校　いじめ早期発見・事案対応マニュアル（フロー図）

・アンケート調査、個別相談、学生相談室等で発見された時 【別記１】

早期発見・報告 ・【別記１】の態様が確認された時 具体的ないじめの態様

①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

②仲間外れ、集団による無視をされる。

③軽くぶつかったり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

⑤金品をたかられる。

⑥所有物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

⑧上記⑦の様子を撮影される、他者に送信される。

⑨パソコン・スマホ等で誹謗中傷や嫌なこと、無視をされる。

・収集した資料の保存

・「いじめは絶対に許されない」雰囲気を学校全体で醸成

・いじめが起きにくい環境づくり

日常の観察：被害者、友人、保護者、教職員

学生相談室：情報集約、検討

いじめの認知

機構本部

いじめ対策委員会（校⾧が招集）

校⾧、副校⾧、各学科⾧、教養学群⾧

学生相談室⾧、部課⾧、必要に応じ担任等

被害学生の保護･ケア

(学生相談室・保健室)

指導方針・指導体制の決定

被害学生

保護者加害学生への指導

(学生委員会・担任団) 加害学生

保護者周囲学生及び

学校全体への指導

(学生委員会・担任団) いじめ解消にむけた指導

重大事案

（対応フロー参照）継続指導・経過観察

再発防止・未然防止活動

・事案対応における振り返り、分析

・被害、加害学生へのアフターケア

事案対処チーム

事実の確認・把握

報告

支援･指導

助言

連携

連絡･報告
･説明


